
  静岡県健康福祉部福祉長寿局　

<協定の内容> （第３条）

静岡県の役割

　下記事項について実施する。

　① 会員と同種施設との連携協定の締結に
    係る指導、助言、調整等

② 連携協定締結状況及び災害時における
会員からの派遣可能な職員数の登録

③ 災害時に職員の派遣要請があった場
合、市町等との連絡調整

<協定の目的>（第１条）
　災害時における高齢者福祉施設のサービス継続のための施設間や地域の連携を促進する
とともに、被災施設等への支援体制を構築する。

<協定の内容> （第２条）

  静岡県老人福祉施設協議会の役割

　下記事項について、会員に協力を要請する。

　① 同種の高齢者福祉施設との連携協定
    の締結

② 地域貢献活動等を通した自治会等と
の連携

③ 市町と福祉避難所等協定の再締結

④ 災害時における要援護者の受入れや
被災福祉施設等への職員派遣の協力

⑤ 災害時における被災福祉施設等への
職員派遣実施の報告

<協定の相手> 静岡県老人福祉施設協議会
  (会員278施設：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス等)

同種施設
(県内外)

協定内容のイメージ

第2条
協力要請

協定等
の締結

災害時における高齢者福祉施設サービス継続のための連携等に関する協定
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<協定締結の目的>
 協定を締結することで、高齢者福祉施設における災害対策の強化を円滑に推進する。
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災害協定の主な特色 

 

（1） 東日本大震災後、修正された国の防災基本計画に基づき、県内や近隣県

の高齢者福祉施設間における災害時の入所者の受入れや職員の派遣等に

関する相互支援防災協定（連携協定）の締結を促進し、迅速かつ的確に

サービス提供が継続されるよう実効性のある災害支援体制の構築を図る。

なお、防災基本計画に基づく高齢者福祉施設間の連携協定締結の促進を

内容とする県と老施協との災害協定は全国的にも初めてである。 
 
（2） 市町と社会福祉施設の災害時に関する協定の見直しや再締結等により、

要援護者のための福祉避難所の確保推進を図る。 
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